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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ発振器と、ビーム強度可変手段と、凸レンズまたは回折光学素子を有し、
　レーザ光を非単結晶半導体膜の照射面に対して斜め方向に入射するように設定されたレ
ーザ照射装置であり、
　前記レーザ光は、矩形状、線状または楕円状であり、前記照射面に対し往路と前記往路
に対し１８０度反対方向の復路で照射領域を移動して相対的に走査するとともに、
　前記ビーム強度可変手段は、前記照射面が前記レーザ光の入射方向と反対方向に移動す
る前記往路または前記復路時の前記レーザ光のビーム強度を、前記照射面が前記レーザ光
の入射方向と同方向に移動する前記復路または前記往路時の前記レーザ光のビーム強度よ
り弱くして前記非単結晶半導体膜を結晶化し、前記往路と前記復路で前記ビーム強度を変
えないものに比べて前記往路及び前記復路での結晶化の均一性を向上することを特徴とす
るレーザ照射装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記凸レンズまたは前記回折光学素子を通過して前記照射面に照射
される前記レーザ光のビーム形状は矩形状、線状、または楕円状であることを特徴とする
レーザ照射装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、前記ビーム強度可変手段は、偏光板またはＮＤフィ
ルターであることを特徴とするレーザ照射装置。
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【請求項４】
　請求項３において、前記偏光板は、複数個であることを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項において、前記レーザ発振器からのレーザは、連続発振
またはパルス発振の固体レーザまたは気体レーザまたは金属レーザであることを特徴とす
るレーザ照射装置。
【請求項６】
　請求項５において、前記レーザ発振器からのレーザは、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、Ｙ
ＬＦ、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４、または多結晶のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ

３、ＧｄＶＯ４に、ドーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａ
のうち１種または複数種添加されているものを媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビー
レーザ、アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザから選ばれた一種であるこ
とを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項７】
　請求項５において、前記レーザ発振器からのレーザは、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ、ＣＯ

２レーザから選ばれた一種であることを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項８】
　請求項５において、前記レーザ発振器からのレーザは、１０ＭＨｚ以上の周波数でパル
ス発振を行うレーザであることを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項９】
　請求項８において、前記レーザ発振器からのレーザは、単結晶のＧｄＶＯ４、ＹＶＯ４

、ＹＡＧ、または多結晶のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に、ド
ーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数
種添加されているものを媒質とするレーザであることを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項において、前記レーザ発振器からのレーザは、非線形光
学素子により高調波に変換されていることを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項１１】
　レーザ発振器より第１のレーザ光を発振し、
　前記第１のレーザ光を、往路と復路でビーム強度を変えるビーム強度可変手段を通して
第２のレーザ光とし、
　前記第２のレーザ光を凸レンズまたは回折光学素子を通して矩形状、線状または楕円状
の第３のレーザ光とし、
　前記第３のレーザ光を非単結晶半導体膜の照射面に対して斜めから入射するとともに前
記照射面に対して往路と前記往路に対し１８０度反対方向の復路で照射領域を移動して相
対的に走査し、
　前記ビーム強度可変手段は、前記照射面が前記レーザ光の入射方向と反対方向に移動す
る前記往路または前記復路時の前記ビーム強度を、前記照射面が前記レーザ光の入射方向
と同方向に移動する前記復路または前記往路時の前記ビーム強度より弱くして前記非単結
晶半導体膜を結晶化し、前記往路と前記復路で前記ビーム強度を変えないものに比べて前
記往路及び前記復路での結晶化の均一性を向上することを特徴とするレーザ照射方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、例えば半導体材料に対して行われるようなアニールを均一にかつ効率的に
行うためのレーザ照射装置（レーザと該レーザから出力されるレーザ光を被照射体まで導
くための光学系を含む装置）およびレーザ照射方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、基板上に薄膜トランジスタ（以下ＴＦＴと記す）を製造する技術が大幅に進歩し
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、アクティブマトリクス型表示装置への応用開発が進められている。特に、多結晶半導体
膜を用いたＴＦＴは、従来の非晶質半導体膜を用いたＴＦＴよりも電界効果移動度が高い
ので、高速動作が可能である。そのため、従来基板の外に設けられた駆動回路を、画素と
同一の基板上に形成し、該駆動回路で画素の制御を行うことが試みられている。
【０００３】
　ところで半導体装置の需要の増大に伴い、その作製には低温化及び短時間化が強く求め
られるようになっている。半導体装置に用いる基板もコスト面から石英基板よりも有利な
、ガラス基板が採用されるようになってきている。ガラス基板は耐熱性に劣り、熱変形し
やすいが、ガラス基板上に多結晶半導体膜を用いたＴＦＴを形成する場合には、レーザア
ニールを用いることにより低温度で半導体膜の結晶化を容易に行うことができる。
【０００４】
　それとともにレーザアニールは、輻射加熱あるいは伝導加熱を利用するアニール法と比
較して処理時間を大幅に短縮できることや、基板上に形成された半導体膜を選択的、局所
的に加熱して、基板に殆ど熱的損傷を与えない利点を有している。
【０００５】
　レーザアニールに用いられるレーザ発振器はその発振方法により、パルス発振と連続発
振の２種類に大別される。エキシマレーザは出力が大きく、高周波数での繰り返し照射が
可能であるという利点を有する。さらにエキシマレーザの発振器から発振されるレーザビ
ームは半導体膜としてよく用いられる珪素膜に対しての吸収係数が高いという利点を有し
ている。そして、レーザビームの照射には、照射面におけるレーザビームの形状が矩形状
、線状、または楕円状となるように光学系にて整形し、ビームを照射面に対して矩形状、
線状または楕円状にしたビームの短軸方向に相対的に移動させて照射する方法は、生産性
が高く工業的に優れている。現在では、この手法を用いて結晶化した半導体膜を用いてＴ
ＦＴを形成し、液晶ディスプレイやＥＬ（エレクトロルミネセンス）ディスプレイを作製
することが多く行われている。
【０００６】
　一方、連続発振のレーザビーム（以下、ＣＷレーザビームと呼ぶ）を矩形状、線状また
は楕円状に整形し、照射面に対し矩形状、線状、または楕円状にしたビームの線幅方向（
短軸方向）に対して基板を相対的に移動させることで、移動方向に結晶粒が長く伸びた大
粒径結晶ができる。大粒径結晶の結晶粒が伸びた方向に合わせてＴＦＴを作製した場合、
エキシマレーザで作製したＴＦＴに比べ、移動度の高いＴＦＴが作製できる。このＣＷレ
ーザビームで作製したＴＦＴを用いれば回路を高速で駆動させることができるため、ディ
スプレイ駆動用ドライバ回路やＣＰＵなどを作製することが可能である。
【０００７】
　従来、図８に示すレーザ照射装置が知られている。このレーザ照射装置は、複数個のシ
リンドリカルレンズアレイ等を有し、レーザ発振器１から出射したレーザ光を、複数個の
シリンドリカルレンズアレイ２～６により複数の光に分割乃至集光し、ミラー７で反射し
た後、２枚のシリンドリカルレンズアレイで構成されるダブレットシリンドリカルレンズ
８により、再び１つの矩形状、線状または楕円状のレーザ光に集光し、照射面９に垂直に
照射するものである。そして、形成された矩形状、線状または楕円状のビームを照射面に
対し線状ビームの線幅方向に相対的に移動させながら照射することにより、非晶質半導体
の全面に対し、レーザアニールを施して結晶化させたり、結晶性を向上させたり、不純物
元素の活性化を行う。
【０００８】
　ところが、従来のレーザ照射装置は、上記したように複数個の高価なシリンドリカルレ
ンズアレイを用い、それらを所望の矩形状、線状または楕円状のビームが形成されるよう
に配置する必要がある等、装置が大型化し、且つコストが高いという問題があった。また
、レーザアニールを行うにあたって、矩形状、線状または楕円状のビームを照射面、すな
わち基板上に形成された半導体膜の表面に対し垂直に照射しているため、その半導体膜の
上方から入射するビームが基板の中を通過してその基板の下面で反射し、上方から入射す
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るビームと半導体膜で干渉する。そのため、均一な結晶性半導体膜が作製できない場合が
あった。
【０００９】
　本出願人は、これら従来のレーザ照射装置が有する弊害を解消した小型で、且つ低コス
トのレーザ照射装置を既に提案している。そのレーザ照射装置を図９に示す。このレーザ
照射装置は、凸レンズ１３を用い、この凸レンズ１３に斜めからビームを入射し、入射光
を引き伸ばし矩形状、線状または楕円状のビーム１４に形成するとともに、この引き伸ば
されたビームを照射面１５に対し斜めに照射するものである。
【００１０】
　即ち、このレーザ照射装置は、レーザ発振器１１、ミラー１２及び凸レンズ１３等を有
し、レーザ発振器１１から出射されたレーザ光を、ミラー１２で反射した後、凸レンズ１
３に斜めから入射し、この凸レンズ１３により引き伸ばして矩形状、線状または楕円状の
ビーム１４に形成し、そのビーム１４を照射面１５に照射するものである。このような構
成にすることにより、装置を小型化でき、且つ基板の下面からの反射光による干渉の弊害
を防止することができる（特許文献１参照）。
【００１１】
　しかしながら、上記のレーザ照射装置においても次のような問題を有している。即ち、
ＣＷレーザビームを用いてレーザアニールを行う場合、例えば、１０Ｗの５３２ｎｍのＣ
Ｗレーザを長さ３００μｍ、幅１０μｍ程度の楕円状に整形しても、一度のスキャンで形
成される大粒径結晶の幅は２００μｍ程度である。このため、基板全面を効率よくレーザ
アニールし結晶化するためには、ビームの一度の走査でできる大粒径結晶の幅ずつ位置を
ずらしてレーザ光を往復で走査しなければならない。このとき、レーザ光の幅方向の強度
分布が、ビームの中央を通り、基板に垂直かつビームの長軸に平行な平面に対して対称で
ないと、レーザアニール後の結晶化の状態が往路と復路で異なることになる。
【００１２】
　ところが、矩形状、線状または楕円状のビームを、照射面に対し斜めに入射し、基板を
このビームの短軸方向に移動すると、後記で説明するように、ビームの往路と復路の移動
方向では非晶質半導体膜に照射されるレーザ光の状態が異なり、均一な結晶化を行うこと
が難しいことが分かった。
【特許文献１】特開２００３－２５７８８５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本願発明は上記の問題を解決することを課題とするものであり、詳細には、照射方向の
往路と復路とで照射ビームのエネルギー密度を可変することにより、均一な結晶膜を作製
することのできるレーザ照射装置およびレーザ照射方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本願発明は以下の構成を採用する。なお、ここでいうレーザ
アニール法とは、半導体基板または半導体膜にイオン注入などにより形成された損傷領域
やアモルファス領域を結晶化させる技術や、基板上に形成された非晶質半導体膜にレーザ
照射を行って半導体膜を結晶化させる技術、単結晶ではない半導体膜（上記した単結晶で
はない半導体膜をまとめて非単結晶半導体膜と呼ぶ）にニッケルなどの結晶化を促進する
元素を導入した後にレーザ照射を行うことによって結晶化をさせる技術などを指している
。また、半導体基板または半導体膜の平坦化や表面改質に適用される技術も含んでいる。
【００１５】
　本明細書で開示する発明の一つは、レーザ発振器と、ビーム強度可変手段と、凸レンズ
または回折光学素子を有し、レーザ光を照射面に入射するように設定されたレーザ照射装
置において、前記レーザ光を前記照射面に対し相対的に走査するとともに、このビーム強
度可変手段は走査する方向ごとにビーム強度を可変であることを特徴とする。
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【００１６】
　他の発明の構成は、レーザ発振器と、ビーム強度可変手段と、凸レンズまたは回折光学
素子を有し、レーザ光を照射面に入射するように設定されたレーザ照射装置において、前
記レーザ光を前記照射面に対し相対的に走査するとともに、このビーム強度可変手段は走
査する方向ごとにビーム強度を可変であり、全ての走査方向において前記照射面でのレー
ザアニール後の結晶化の状態を均一化することを特徴とする。
【００１７】
　なお、上記の構成において、レーザ光を照射面に対して斜めに入射してもよい。
【００１８】
　また他の発明の構成は、凸レンズまたは回折光学素子を通過して、前記照射面に照射さ
れるレーザ光のビーム形状は矩形状、線状または楕円状であることを特徴とする。
【００１９】
　また他の発明の構成は、前記ビーム強度可変手段は、偏光板であり、偏光板は、複数個
からなることを特徴とする。
【００２０】
　また他の発明の構成は、前記レーザ発振器から出射されるレーザは、連続発振またはパ
ルス発振の固体レーザまたは気体レーザまたは金属レーザであることを特徴とする。そし
て、固体レーザとしては、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、ＹＬＦ、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４

または多結晶（セラミック）のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に
、ドーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または
複数種添加されているものを媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサ
ンドライトレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ、気体レーザとしてはＡｒレーザ、Ｋｒレー
ザ、ＣＯ２レーザ、金属レーザとして銅蒸気レーザ、金蒸気レーザが挙げられる。さらに
、１０ＭＨｚ以上の周波数で発振するパルスレーザを用いてもよい。具体的には、単結晶
のＹＡＧ、ＹＶＯ４、ＧｄＶＯ４、または多結晶のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌ
Ｏ３、ＧｄＶＯ４にドーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａ
のうち１種または複数種添加されているものを媒質とするレーザを挙げることができる。
【００２１】
　また他の発明の構成は、前記レーザ発振器からのレーザビームは、非線形光学素子によ
り高調波に変換されていることを特徴とする。
【００２２】
　また、他の発明の構成は、レーザ発振器よりレーザ光を発振し、このレーザ光を、走査
する方向によりビーム強度を変えることができるビーム強度可変手段を通し、凸レンズま
たは回折光学素子を通した後に、照射面に入射させ、さらに、照射面に対して相対的に走
査することによって、全ての走査方向において前記照射面を等しくアニールすることを特
徴とするものである。なお、照射面に対して斜めにレーザ光が入射してもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本願発明によると、まずは、レーザ光を照射面に対して斜め方向に照射することにより
、基板下面よりの反射光との干渉をなくし、エネルギー分布の均一なレーザビームを照射
面に照射することができるため、基板上の非単結晶半導体膜を均一にアニールすることが
できる。
【００２４】
　次いで、走査方向に応じてビーム強度可変手段である偏光板等によりビーム強度を変え
て照射する、即ち、往路と復路というように走査方向を変えながら一筆書きのように全照
射面を走査することにより、基板上の全非単結晶半導体膜を均一に結晶化することができ
る。また、連続発振またはパルス発振の固体レーザまたは気体レーザまたは金属レーザ、
または１０ＭＨｚ以上の周波数で発振するパルスレーザを用いることにより、大粒径の結
晶を作製することができるため、移動度の高いＴＦＴを作製することができる。
【００２５】
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　そのため、電気特性のバラツキを低減することができ、信頼性を高めることができる。
そして、本願発明をＴＦＴの量産ラインに適用すれば、動作特性の高いＴＦＴを効率よく
生産することができる。その結果、アクティブマトリクス型の液晶表示装置やアクティブ
マトリクス型のＥＬ表示装置に代表される半導体装置において、半導体装置の動作特性及
び信頼性の向上を実現することができる。さらに、半導体装置の作製工程において、マー
ジンを拡大することができ、歩留まりが向上するため、半導体装置の製造コストの低減を
実現させることができる。
【実施例１】
【００２６】
　図１にレーザ照射装置の一例を示す。まず、非単結晶半導体膜１０６を成膜した基板１
０７を用意する。基板１０７は、Ｘ軸ステージ１０８及びＹ軸ステージ１０９上に置かれ
、該Ｘ軸ステージ１０８及びＹ軸ステージ１０９を図示しないモータによりそれぞれ矢印
の方向に移動することにより、Ｘ軸及びＹ軸方向に自在に移動可能にされる。Ｘ軸ステー
ジ１０８の往路及び復路の走査方向は、矢印で示す通りである。
【００２７】
　レーザ照射装置は、レーザ発振器１０１、２枚の偏光板１０２、１０３、ミラー１０４
及び凸レンズ１０５から構成される。レーザ発振器１０１は、公知のレーザで、即ち、固
体レーザとしては単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、ＹＬＦ、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４、または
多結晶のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に、ドーパントとしてＮ
ｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加されている
ものを媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライトレーザ、Ｔ
ｉ：サファイアレーザのいずれかであり、気体レーザとしてはＡｒレーザ、Ｋｒレーザ、
ＣＯ２レーザのうちのいずれかであり、金属レーザとして銅蒸気レーザ、金蒸気レーザの
いずれかが用いられる。なお、発振周波数が１０ＭＨｚ以上のパルス発振のレーザを用い
ることもできる。例えば、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、ＧｄＶＯ４、または多結晶のＹＡ
Ｇ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４にドーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ
、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加されているものを媒質とす
るレーザを用いることもできる。
【００２８】
　また、前記レーザ発振器１０１から出射されるレーザ光は、非線形光学素子により高調
波に変換されていることが望ましい。例えば、ＹＡＧレーザは、基本波として、波長１０
６５ｎｍのレーザ光を発振することで知られている。このレーザ光の珪素膜に対する吸収
係数は非常に低く、このままでは半導体膜の１つである非晶質珪素膜の結晶化を行うこと
は技術的に困難である。ところが、このレーザ光は非線形光学素子を用いることにより、
より短波長に変換することができ、高調波として、第２高調波（５３２ｎｍ）、第３高調
波（３５５ｎｍ）、第４高調波（２６６ｎｍ）、第５高調波（２１３ｎｍ）が挙げられる
。これらの高調波は非晶質珪素膜に対し吸収係数が高いので、非晶質珪素膜の結晶化に用
いることができる。
【００２９】
　前記偏光板１０２（１０３）は、本願発明のビーム強度可変手段に相当するもので、３
６０度全ての方向に振動する光の中で、一定方向に振動する光のみを通し、それ以外の方
向に振動する光を遮断する機能を有する部品である。具体的には、レーザ発振器１０１か
ら出射したレーザ光を、２枚の偏光板１０２、１０３の各々の透過軸がなす角度を調節す
ることで、透過するレーザ光の強度を無段階に変えることができる。このようなビーム強
度可変手段を用いる場合は、偏光比が１００：１以上のレーザ光を用いることが好ましい
。これにより、偏光板で調整できるエネルギーの範囲を０％～９９％程度とすることがで
きる。
【００３０】
　即ち、例えば、偏光板１０２を固定し、偏光板１０３を回動自在にして該偏光板１０３
を所定角度回動することにより、偏光板１０２、１０３を透過し、ミラー１０４に向かう
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レーザ光の強度を可変することができる。そしてこの回動角度を無段階に可変することに
より、レーザ光の強度を任意の強度に変えることができる。なお、偏光板は１枚でも２枚
より多くても良い。
【００３１】
　前記凸レンズ１０５に対し斜め上方からレーザ光を入射させると、略円形状の入射光は
、レンズの非点収差により、焦線を形成する位置において、Ｘ軸ステージ１０８の移動方
向である矢印方向に直交する方向に引き伸ばされる。そして、ビーム１２０は照射面上に
おいて幅Ｗ及び長さＨからなる矩形状、線状または楕円状のビームとなる。焦線は、２箇
所に形成されるため、どちらの焦線を選んでも構わない。但し、それら２つの焦線は互い
に直交しているため、実施者が適宜選択する必要がある。なお、詳細については本出願人
の上記特許文献１を参照。
【００３２】
　この場合、ビームの幅Ｗをより短くすることで、長さＨを長くすることができる。この
ビームの幅方向にビーム１２０を走査することで、一度に走査できる領域を広くでき生産
性が良く好ましい。
【００３３】
　前記レーザ照射装置の非単結晶半導体膜１０６をアニールする手順について説明する。
まず、Ｘ軸ステージ１０８及びＹ軸ステージ１０９を駆動して、基板１０７をアニール開
始位置に持って行く。次いで、レーザ発振器１０１からレーザビームを射出し、そのレー
ザ光を偏光板１０２、１０３により膜飛び（非単結晶半導体膜が剥がれたり蒸発したりす
ること）等がない程度のできるだけ大きなビーム強度に調整し、調整した略円形のビーム
をミラー１０４で反射させるとともに、凸レンズ１０５に対し斜めにかつ凸レンズ１０５
の頂点に入射させる。そして、凸レンズ１０５でそのビームを細長くし、Ｘ軸ステージ１
０８の矢印で示す移動方向に幅Ｗを有し、その移動方向に直交する方向に長さＨを有する
矩形状、線状または楕円状のビームを形成し、形成したビームを非単結晶半導体膜１０６
に斜めから照射する。
【００３４】
　そして、Ｘ軸ステージ１０８を入射光方向と同方向である往路方向に移動し、非単結晶
半導体膜１０６をアニールする。往路の最終端まで移動すると、Ｘ軸ステージ１０８の移
動を停止し、Ｙ軸ステージ１０９を略長さＨに相当する長さだけＹ方向に移動させる。
【００３５】
　次いで、偏光板１０２、１０３の一方を所定角度回動し、ビーム強度を弱めるとともに
、Ｘ軸ステージ１０８を入射光方向の反対方向である復路方向に移動し、非単結晶半導体
膜１０６をアニールする。復路の最終端まで移動すると、Ｘ軸ステージ１０８の移動を停
止し、Ｙ軸ステージ１０９を略長さＨに相当する長さだけＹ方向に移動させる。
【００３６】
　次いで、偏光板１０２、１０３の一方を所定角度回動し、ビーム強度を最初の強いビー
ム強度に戻し、Ｘ軸ステージ１０８を入射光方向と同方向である往路方向に移動する。そ
の後は上記の動作を繰り返すことにより、非単結晶半導体膜１０６の全体を一筆書きのよ
うに連続してアニールし、これを結晶化させる。なお、ビーム強度を可変することなく往
路或いは復路のみを用いて走査し、基板全面をアニールすることもできるが、このような
アニールは、上記の往復動作で処理した場合に比べ、スループットは半分となるため、生
産性が悪くなる。
【００３７】
　このような手順で非単結晶半導体膜１０６の全体をアニールすることにより、非単結晶
半導体膜１０６の全体を均一に結晶化させることができる。
【００３８】
　次に、上記偏光板１０２（１０３）によりビーム強度を可変しなければならない理由に
ついて説明する。これまでの本発明者らの実験により、レーザ光のエネルギー密度を高く
したほうが、電子移動度の高いＴＦＴを作製できることが確かめられている。図３に、レ
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ーザのエネルギー密度と、ｎ－ｃｈＴＦＴの電子移動度の平均値との実験結果を示す。横
軸は半導体膜にレーザ光を照射したときに、半導体膜が蒸発するエネルギー密度の閾値を
１００％としたときのレーザ光のエネルギー密度の割合を示し、縦軸は作製したＴＦＴの
電子移動度の平均値を示す。図３から、上記閾値以下の範囲でエネルギー密度が大きいレ
ーザ光で半導体膜をアニールした方が電子移動度の高いＴＦＴを作製できることが分かる
。
【００３９】
　ところが、図１のレーザ照射装置で往路と復路で同一のビーム強度でレーザを発振させ
てアニールすると、図４に示すような問題が生じた。即ち、図４は、図１のレーザ照射装
置で往路と復路とで同一のビーム強度でレーザを発振させてアニールした場合の実験結果
で、横軸は矩形状ビームの長軸方向を示し、縦軸は作製したＴＦＴの電子移動度を示す。
【００４０】
　この結果から分かるように、レーザ照射装置により、照射面に対し斜めにビームを照射
するものでは、往路方向に走査して作製されたＴＦＴの電子移動度は、復路方向に走査し
て作製されたＴＦＴの電子移動度に比べて全体的に３０％程度低くなる。このようなばら
つきのある半導体膜を用いてＴＦＴを作製することは好ましくない。
【００４１】
　図４のような結果が出る理由を図５～図７により説明する。図５は、基板の上方から見
た平面図であり、図６は、図５の往路の走査方向を示すＡ－Ａ’線断面図であり、図７は
、図５の復路の走査方向を示すＢ－Ｂ’線断面図である。図５に示すように、凸レンズ１
０５で形成され、非単結晶半導体膜１０６に照射される矩形状、線状または楕円状のビー
ムからなる入射光１２１は、（１）の位置より、短軸長Ｗ、長軸長Ｈの矩形状、線状また
は楕円状のビーム１２０として非単結晶半導体膜１０６上の（２）の位置に照射される。
なお、本実施例の場合では、ビーム１２０は矩形状である。
【００４２】
　このビームは、図６及び図７に示すように非単結晶半導体膜１０６上に照射される。照
射される時点でのレーザ光の強度分布は、光学系をどのように調整しても、実際には、ビ
ームの中央を通り、基板に垂直であり、かつビームの長さ方向に平行な平面に対して対称
ではない。つまり、レーザ光の幅方向の強度分布はこの平面に対して非対称になる。その
ため、往路と復路では照射面が同じようにアニールされない。なお、ビームの幅は１０μ
ｍ程度と大変短いため、ビームの幅方向における強度分布が、この平面に対して対称にな
っているかを測定することは困難である。ましてこの平面に対して、レーザ光の幅方向の
強度分布を対称になるように調節を行うことは非常に困難である。
【００４３】
　なお、電子回路の特性は、電子回路に含まれる複数のＴＦＴのうち、電子移動度が一番
低いＴＦＴに従うことになるため、図６及び図７で示す方向を交互に走査してアニールし
た半導体膜を用いてＴＦＴを作製した場合には、電子移動度の小さい往路部分のＴＦＴの
特性に全体が従うようになる。
【００４４】
　そのため、往路では、できるだけＴＦＴの電子移動度が大きくなるようにレーザ光のエ
ネルギーを膜飛び等がない程度において上げるととともに、復路ではエネルギーが大きく
なりすぎ、膜飛び等が生じないようにレーザ光のエネルギーを下げれば良いことになる。
【００４５】
　即ち、往路方向への走査時には、ビーム強度を強めるように偏光板１０２（１０３）を
回動させ、入射光１２１のビーム強度を強めて照射し、復路方向への走査時には、ビーム
強度を弱めるように偏光板１０２（１０３）を回動させ、入射光１２１のビーム強度を弱
めて照射する。その結果、非単結晶半導体膜１０６を大きなエネルギーで、且つ均一に結
晶化することができる。
【００４６】
　このように、非単結晶半導体膜１０６上でビームを往復動させてアニールする場合、移
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動度が低い結果になる方向に走査するときには、レーザ光のエネルギーを上げ、移動度が
高い結果となる方向に走査するときにはレーザ光のエネルギーを下げることで結晶化のば
らつきを抑えることができる。
【００４７】
　なお、基板１０７に入射される矩形状のビーム１２０は、長さが約１５０～４００μｍ
、幅が約１～３０μｍのものが用いられる。ビーム１２０の大きさのうち、長さは、エネ
ルギー密度が足りるように幅方向の長さに伴って決めればよいが、幅は、下限が約１μｍ
であり、上限が約３０μｍになり、その範囲外では特性の高い大粒径の結晶を作製するこ
とが難しくなる。実際には、１０ＷのＣＷレーザで幅が約１０μｍの場合、長さは約４０
０μｍになり、３ＷのＣＷレーザで幅が約８μｍの場合、長さは約１５０μｍになる。
【００４８】
　図２に他のレーザ照射装置の一例を示す。このレーザ照射装置は、ビームを矩形状、線
状または楕円状にするために図１の凸レンズ１０５に変えて回折光学素子１１０を用いる
ものである。
【００４９】
　即ち、レーザ照射装置は、レーザ発振器１０１、２枚の偏光板１０２、１０３、ミラー
１０４及び回折光学素子１１０から構成される。レーザ発振器１０１は、図１のものと同
様のレーザで、固体レーザとしては単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、ＹＬＦ、ＹＡｌＯ３、Ｇ
ｄＶＯ４、または多結晶のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に、ド
ーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数
種添加されているものを媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンド
ライトレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザのいずれかであり、気体レーザとしてはＡｒレー
ザ、Ｋｒレーザ、ＣＯ２レーザのうちのいずれかであり、金属レーザとして銅蒸気レーザ
、金蒸気レーザのいずれかが用いられる。なお、発振周波数が１０ＭＨｚ以上のパルス発
振のレーザを用いることもできる。例えば、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、ＧｄＶＯ４、ま
たは多結晶のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４にドーパントとして
Ｎｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加されてい
るものを媒質とするレーザを用いることもできる。
【００５０】
　回折光学素子１１０は、ディフラクティブオプティカルエレメント（ＤＯＥ、またはデ
ィフラクティブオプティクス）とも呼ばれている。この素子は、光の回折を利用して所望
のエネルギー分布を得る素子で、その表面に多数の溝を形成することにより集光レンズ機
能を奏するものが用いられる。そして、この回折光学素子１１０を用いることにより、連
続発振のレーザ発振器１０１から射出されたレーザビームのガウス分布からなるエネルギ
ー分布を、矩形状の分布で、且つエネルギー分布が均一な矩形状、線状または楕円状のビ
ームに形成することができる。なお、回折光学素子１１０以外は図１と同様であるので詳
細は省略する。
【００５１】
　そして、このようなレーザ照射装置によっても図１のものと同様にビーム強度を可変し
て往復動させ、非単結晶半導体膜１０６をアニールすることにより、非単結晶半導体膜１
０６を均一に結晶化することができる。
【００５２】
　本願発明は、上記実施例の構成に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範
囲において適宜設計変更可能である。例えば、本願発明のビーム強度可変手段として上記
偏光板等の代わりに、ビームスプリッターやＮＤフィルター（ｎｅｕｔｒａｌ　ｄｅｎｓ
ｉｔｙ　ｆｉｌｔｅｒ、光量調整フィルター）を用いてレーザ光の強度を調整することも
できる。このとき、ビームスプリッターやＮＤフィルターのレーザに対する耐性が弱い場
合には、ビームエキスパンダーを用いて、レーザ光のビーム径を広げ、エネルギー密度を
下げて用いればよい。また、レーザの励起光源の強度を変えることで、レーザ光の出力を
調整できるレーザ発振器を用いた場合には、励起光源の強度を変えればよい。
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【実施例２】
【００５３】
　本実施例では、本発明によるレーザアニール装置を用いて、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
）を作成する工程を示す。
【００５４】
　図１０（Ａ）に示すように、絶縁表面を有する基板１０００上に下地膜１００１を形成
する。本実施例では、基板１０００としてガラス基板を用いる。なお、ここで用いる基板
には、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、石英基
板、セラミックス基板、ステンレス基板などを用いることができる。また、プラスチック
、アクリルなどに代表される可撓性を有する材料からなる基板は、一般的に他の基板と比
較して耐熱温度が低い傾向にあるが、本工程の処理に耐え得るのであれば用いることがで
きる。
【００５５】
　下地膜１００１は、基板１０００に含まれるナトリウムなどのアルカリ金属やアルカリ
土類金属が半導体中に拡散し、半導体素子の特性に悪影響を及ぼすのを防ぐために設ける
。このため、アルカリ金属やアルカリ土類金属の半導体中への拡散を抑えることのできる
酸化珪素や窒化珪素、窒化酸化珪素などの絶縁膜を用いて形成する。また、下地膜１００
１は単層または積層構造のいずれでもよい。本実施例では、プラズマＣＶＤ法（Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：化学気相成長法）を用いて窒化酸化珪素
膜を１０～４００ｎｍの膜厚になるように成膜した。
【００５６】
　なお、基板１０００として、ガラス基板またはプラスチック基板のようにアルカリ金属
やアルカリ土類金属が多少なりとも含まれている基板を用いている場合には、不純物の拡
散を防ぐために下地膜を設けることは有効であるが、石英基板など不純物の拡散がさほど
問題にならない基板を用いる場合には必ずしも下地膜１００１を設ける必要はない。
【００５７】
　次いで、下地膜１００１上に非晶質半導体膜１００２を形成する。非晶質半導体層１０
０２は、公知の方法（スパッタリング法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法など）により
、２５～１００ｎｍ（好ましくは３０～６０ｎｍ）の厚さで形成する。ここで用いる非晶
質半導体膜は、珪素やシリコンゲルマニウムなどを用いることができるが、ここでは珪素
を用いる。シリコンゲルマニウムを用いる場合、ゲルマニウムの濃度は０．０１～４．５
ａｔｏｍｉｃ％程度であることが好ましい。
【００５８】
　続いて図１０（Ｂ）に示すように、本発明のレーザアニール装置を用いて非晶質半導体
膜１００２にレーザ光を照射して結晶化を行う。本実施例では、レーザ光として１０Ｗ、
第２高調波、ＴＥＭ００モード（シングル横モード）発振のＮｄ：ＹＶＯ４レーザを用い
、凸レンズ１００５を通して照射を行う。このレーザ光の照射により、走査方向に向かっ
て連続的に成長した結晶粒が形成される。なお、ここで挙げたレーザに限らず、固体レー
ザとしては単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、ＹＬＦ、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４、または多結晶
のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に、ドーパントとしてＮｄ、Ｙ
ｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加されているものを
媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライトレーザ、Ｔｉ：サ
ファイアレーザのいずれかを用いることができる。気体レーザとしてはＡｒレーザ、Ｋｒ
レーザ、ＣＯ２レーザのうちのいずれかを用いることができる。金属レーザとして銅蒸気
レーザ、金蒸気レーザのいずれかを用いることができる。なお、１０ＭＨｚ以上の周波数
でパルス発振をするレーザを用いることもできる。例えば、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、
ＧｄＶＯ４、または多結晶のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４にド
ーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数
種添加されているものを媒質とするレーザを挙げることができる。
【００５９】
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　全ての走査方向において半導体膜を均一にアニールすることにより、電子機器の特性を
良好な状態で安定させることができる。しかしながら、図６及び図７に示す方向を交互に
走査してアニールした半導体膜を用いてＴＦＴを形成すると、ＴＦＴが有する半導体膜の
結晶化状態が往路と復路でばらつくため、電子機器の特性に大きな影響を及ぼす。
【００６０】
　本実施例では、ビーム強度可変手段として偏光板を用いることにより、全ての走査方向
において半導体膜を均一にアニールする。ここで、偏光板を動かすモータを制御するコン
ピュータなどの制御装置に予めレイアウトを入力し、制御装置はこの入力したレイアウト
に従ってモータを制御する信号を送り、この信号を受信したモータが偏光板を動かすこと
によってビーム強度の調整を行う機構にしてもよい。
【００６１】
　さらに、スリットを用いると、レーザ光の強度が弱い部分を遮断することができるため
、一定以上の強度を持つ線状、楕円状、あるいは矩形状のレーザ光を照射することができ
る。
【００６２】
　その後、図１０（Ｃ）に示すように、レーザ光の照射によって形成された結晶性半導体
膜１００３をパターニングし、島状の半導体膜１００６を形成する。さらに、この島状の
半導体膜１００６を覆うようにゲート絶縁膜１００７を形成する。ゲート絶縁膜１００７
には、酸化珪素、窒化珪素または窒化酸化珪素などを用いることができる。その際の成膜
方法はプラズマＣＶＤ法、スパッタ法を用いることができる。ここではプラズマＣＶＤ法
で窒化酸化珪素膜を１１５ｎｍの厚さに成膜した。
【００６３】
　次に、ゲート絶縁膜１００７上に導電膜を形成し、パターニングすることでゲート電極
１００８を形成する。その後、ゲート電極１００８、またはレジストを形成してパターニ
ングしたものをマスクとして用い、島状の半導体膜１００６にｎ型またはｐ型の導電性を
付与する不純物を選択的に添加し、ソース領域１００９、ドレイン領域１０１０、ＬＤＤ
領域１０１１などを形成する。上記の工程によって、Ｎチャネル型ＴＦＴ１０１２および
１０１４と、Ｐチャネル型ＴＦＴ１０１３を同一基板上に形成することができる。
【００６４】
　続いて、図１０（Ｄ）に示すように、それらのＴＦＴの保護膜として、絶縁膜１０１５
を形成する。この絶縁膜１０１５は、プラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い、窒化珪
素膜または窒化酸化珪素膜を単層または積層構造で１００～２００ｎｍの厚さに形成する
。本実施例では、プラズマＣＶＤ法により膜厚１００ｎｍの酸化窒化珪素膜を形成した。
絶縁膜１０１５を設けることにより、酸素や空気中の水分をはじめ、各種イオン性の不純
物の侵入を阻止するブロッキング作用を得ることができる。
【００６５】
　次いで、さらに絶縁膜１０１６を形成する。ここでは、ＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌ
ａｓｓ）法またはスピンコート法によって塗布されたポリイミド、ポリアミド、ＢＣＢ（
ベンゾシクロブテン）、アクリル、シロキサン（－Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ－で表される珪素と酸
素との結合（シロキサン結合）を構成の基本単位とし、珪素にフッ素、脂肪族炭化水素、
または芳香族炭化水素などが結合した構造を持つ物質）などの有機樹脂膜、ＴＯＦ膜、無
機層間絶縁膜（窒化珪素、酸化珪素などの珪素を含む絶縁膜）、ｌｏｗ－ｋ（低誘電率）
材料などを用いることができる。絶縁膜１０１６は、ガラス基板上に形成されたＴＦＴに
よる凹凸を緩和し、平坦化する意味合いが強いため、平坦性に優れた膜が好ましい。
【００６６】
　さらに、フォトリソグラフィ法を用いて絶縁膜および有機絶縁膜をパターン加工して、
不純物領域に達するコンタクトホールを形成する。
【００６７】
　次に、導電性材料を用いて導電膜を形成し、この導電膜をパターン加工することによっ
て配線１０１７を形成する。その後、保護膜として絶縁膜１０１８を形成すると、図１０
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（Ｄ）に示すような半導体装置が完成する。なお、本発明のレーザアニール方法を用いた
半導体装置の作製方法は、上述したＴＦＴの作製工程に限定されない。
【００６８】
　また、レーザ光による結晶化の前に、触媒元素を用いた結晶化工程を設けてもよい。そ
の触媒元素としては、ニッケル（Ｎｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、鉄（Ｆｅ）、パラジウ
ム（Ｐｄ）、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、コバルト（Ｃｏ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）
、金（Ａｕ）といった元素を用いることができる。
【００６９】
　触媒元素を用いた結晶化工程の後にレーザ光による結晶化工程を行うと、レーザ光によ
る結晶化工程のみに比べて、より半導体膜の結晶性を高めることができ、レーザ光による
結晶化後の半導体膜表面の荒れが抑えられることができる。よって、後に形成される半導
体素子、代表的にはＴＦＴの特性のばらつきがより抑えられ、オフ電流を抑えることがで
きる。
【００７０】
　なお、触媒元素を添加し、加熱処理を行って結晶化を促進した後にレーザ光の照射を行
ってもよいし、加熱処理の工程を省略してもよい。また、加熱処理を行った後、その温度
を保ちつつレーザ処理を行ってもよい。
【００７１】
　本実施例では、半導体膜の結晶化に本発明のレーザ照射方法を用いた例を示したが、半
導体膜にドーピングした不純物元素の活性化を行うために用いてもよい。また、本発明を
用いた半導体装置の作製方法は、集積回路や半導体表示装置の作製方法にも用いることが
できる。
【００７２】
　ドライバやＣＰＵ（中央演算処理装置）などの機能回路を用途としたトランジスタは、
ＬＤＤ構造またはＬＤＤがゲート電極とオーバーラップする構造が好適であり、高速化の
ためにはトランジスタの微細化を図ることが望ましい。本実施例により完成されるトラン
ジスタは、ＬＤＤ構造を有するため、高速動作が必要な駆動回路に用いると好適である。
【実施例３】
【００７３】
　本発明を用いることにより、薄膜トランジスタを用いて様々な電子機器を完成させるこ
とができる。その具体例を、図１１を用いて説明する。
【００７４】
　図１１（Ａ）は表示装置であり、筐体１１０１、支持台１１０２、表示部１１０３、ス
ピーカー部１１０４、ビデオ入力端子１１０５などを含む。この表示装置は、図１０に示
した作製方法により形成した薄膜トランジスタをその表示部１１０３に用いることにより
作成される。なお、表示装置には液晶表示装置、発光装置などがあり、具体的にはコンピ
ュータ用、テレビ方法受信用、広告表示用などの全ての情報表示用表示装置が含まれる。
【００７５】
　図１１（Ｂ）はコンピュータであり、筐体１１１１、表示部１１１２、キーボード１１
１３、外部接続ポート１１１４、ポインティングマウス１１１５などを含む。図１０に示
した作製方法を用いることにより、表示部１１１２やその他の回路への適用が可能である
。さらに、本発明は本体内部のＣＰＵ、メモリなどの半導体装置にも適用が可能である。
【００７６】
　また、図１１（Ｃ）は携帯電話であり、携帯端末の１つの代表例である。この携帯電話
は筐体１１２１、表示部１１２２、操作キー１１２３などを含む。上記の携帯電話を初め
として、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ、情報携帯
端末）、デジタルカメラ、小型ゲーム機などの電子機器は携帯端末であるため、表示画面
が小さい。従って、図１０で示したような微細なトランジスタを用いてＣＰＵ、メモリな
どの機能回路を形成することによって、小型・軽量化を図ることができる。
【００７７】
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　また、本実施例で作成したトランジスタをＩＤチップとして用いることもできる。例え
ば、図１０で示した作製方法を用いることにより、ＩＤチップ内の集積回路やメモリとし
ての利用、ＩＤタグとしての利用が可能である。メモリとして用いた場合には、生産地、
生産者、製造年月日、加工方法などの生産段階のプロセスや、商品の流通プロセスを記録
することが可能になる。卸売業者、小売業者、消費者がこれらの情報を把握することが容
易になる。
【００７８】
　さらに、無線機能を搭載したＩＤタグとして用いた場合は、従来のバーコードの代わり
に用いることにより、商品の会計や棚卸し業務の簡素化につながる。さらに、会計の際に
ＩＤタグに会計を済ませたことを入力し、出口にチェック手段を設け、会計済みであるこ
とをＩＤタグに書き込まれているかをチェックすることにより、会計のし忘れや万引きを
予防することができる。
【００７９】
　以上のように、本発明により作成された半導体装置の適用範囲は極めて広く、本発明に
より作成された半導体装置をあらゆる分野の電子機器に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本願発明のレーザ照射装置の概要を示す図
【図２】本願発明の他のレーザ照射装置の概要を示す図
【図３】エネルギー密度とＴＦＴの電子移動度の関係を示す図
【図４】ＴＦＴの電子移動度分布を示す図
【図５】基板上の平面の状態を示す図
【図６】図５のＡ－Ａ’線断面図
【図７】図５のＢ－Ｂ’線断面図
【図８】従来のレーザ照射装置の概要を示す図
【図９】従来の他のレーザ照射装置の概要を示す図
【図１０】本発明を用いたＴＦＴ作製の概要を示す図
【図１１】本発明を用いた電子機器の概要を示す図
【符号の説明】
【００８１】
　１　　　レーザ発振器
　２　　　シリンドリカルレンズアレイ
　３　　　シリンドリカルレンズアレイ
　４　　　シリンドリカルレンズアレイ
　５　　　シリンドリカルレンズアレイ
　６　　　シリンドリカルレンズアレイ
　７　　　ミラー
　８　　　ダブレットシリンドリカルレンズ
　９　　　照射面
　１１　　レーザ発振器
　１２　　ミラー
　１３　　凸レンズ
　１４　　ビーム
　１５　　照射面
　１０１　レーザ発振器
　１０２　偏光板
　１０３　偏光板
　１０４　ミラー
　１０５　凸レンズ
　１０６　非単結晶半導体膜
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　１０７　基板
　１０８　Ｘ軸ステージ
　１０９　Ｙ軸ステージ
　１１０　回折光学素子
　１２０　ビーム
　１２１　入射光
　１０００　基板
　１００１　下地膜
　１００２　非晶質半導体膜
　１００３　結晶性半導体膜
　１００５　凸レンズ
　１００６　半導体膜
　１００７　ゲート絶縁膜
　１００８　ゲート電極
　１００９　ソース領域 
　１０１０　ドレイン領域
　１０１１　ＬＤＤ領域
　１０１２　Ｎチャネル型ＴＦＴ
　１０１３　Ｐチャネル型ＴＦＴ
　１０１４　Ｎチャネル型ＴＦＴ
　１０１５　絶縁膜
　１０１６　絶縁膜
　１０１７　配線
　１０１８　絶縁膜
　１１０１　筐体
　１１０２　支持台
　１１０３　表示部
　１１０４　スピーカー部
　１１０５　ビデオ入力端子
　１１１１　筐体
　１１１２　表示部
　１１１３　キーボード
　１１１４　外部接続ポート
　１１１５　ポインティングマウス
　１１２１　筐体
　１１２２　表示部
　１１２３　操作キー
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